
      お知らせ        平成２９年８月１８日 

                                                       秩父市シルバー人材センター                                                       

電話 ２２－４４５４（福祉女性会館内） 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           年会費未納の方へ!! 

                                     29年度正会員会費を未納な方は、お手数です 

                                    が、先月お送りした振り込み用紙にて、納入をお 

                        願いいたします。 

                                     なお、振り込み用紙を紛失された方は、事務所 

                                    に用意してあります。 

                                    年会費 ４，８００円（シルバー保険負担分を含む）                                                                                                          

                                      

3月に策定された中期基本計画の内容について 

シリーズで説明します。今回はその 2回目です。 

テーマ： 就業率・就業延べ人員・契約金額の拡大 

1 年度就業率を 0.5％ずつ上げて、中期基本計画 

最終年の平成 33 年度には 94.0％を達成させる。 

    年間就業率とは・・・月平均会員数から年 1 

   回以上就業した会員数を除したもの。概ね、会員として年度中に最低 1 回は就業した割合。 

 2 就業延べ人員を各年度ごと 500人増を目指し、平成 33年度には 82,500人を達成させる。 

総会報告資料として 28年度実績数は 79,465人 

 3 契約金額の拡大については、派遣事業による契約金額を含め、平成 29年度から 33年度 5年間 

の計画期間中に約 4.1％増の 394,600千円を目標とする。 

   総会報告資料としての 28年度実績額   363,491,416円（請負事業） 

                       10,698,460円（派遣事業） 

                   総額 374,189,876円 

4 就業の取組内容 

（１）新規受注を含め、取引先の拡大を図る。（２）満足度調査を行い、ニーズの把握等を行い、

仕事の受注を図る。（３）適正就業の実施により、請負事業及び派遣事業の拡充を図る。 

※ 会員の目指すもの → 国の施策を活用し、センターは地域を支える持続可能な団体として積極

的に地域経営に参画し、会員各自も地域を担う役割を認識する。概要は次のとおりである。 

 

囲碁・将棋クラブ日程 

日時 9月 2日、16日、10月 7日、28日、 

   11月 11日、12月 9日いずれも（土） 

   午後 1時から 5時 

会場 福祉女性会館 第 5会議室 

 

９月１０日（日）はシルバーまつり!! 

今回もちびっこが楽しめる催しが盛り沢山 

お孫さんと一緒に出かけてみませんか・・・ 

日時 9月 10日午前 9時オープンセレモニー 

           午前 9時 30分バザー開始 

バザー協力のお願い 

 ☆バザー用品の提供にご協力ください。 

 ８月２１日（月）～9月７日（木） 

  土・日を除く午前 10時～午後 3時 

提供場所 各事務所 

 

会員手帳のお知らせ 

全国シルバーセンター発行の 2018 年

版会員手帳の予約受付が始まりました。

今年も購入希望の方に頒布しますので、

事務所に９月１２日（火）までに申し込ん

でください。１冊３００円となります。 

期限以降の申込みについては、送料実

費が加算される場合があります。 

特徴 

・文字が大きく見やすい。 
・月別カレンダーにメモ欄と備忘録を新

設、見やすく、使いやすい。 

・体験等記録欄を新設 

① ヒヤリハット体験等を記録すること

で、安全に対する反省と意識向上が

期待できる。 

② ボランティア活動、サークル活動、

技能講習受講等の記録ができる。 

 

 



    国の高齢者就労施策の方向性とセンター・会員のあり方について 

  我が国の構造的な問題である少子高齢化に真正面から挑み、「希望を生

み出す強い経済」、「夢をつむぐ子育て支援」、「安心につながる社会保障」

の「新三本の矢」の実現を目的とした、昨年の「一億総活躍プラン」に

おいてもシルバー人材センターの役割について期待が寄せられている。

また、本年もその進捗状況について継続的な調査及び施策の見直しの検

討に資するため、フォローアップ会合が設置され、引き続きシルバー人

材センターへの就労支援について言及されている。 

  しかし一方、高齢者全体の就労促進の観点から状況は変わりつつある。

つまり、センターはこれまでは唯一の高齢者団体として認められてきた

が、高齢者向けの派遣や紹介ビジネスが登場したり、福祉や介護で有償、

無償のボランティアが担い手として注目されるなど、高齢者が生きがいを

持って働くための唯一の団体ではなくなってきた。その他にも、高齢者が活動

する機会や場所づくりが大変多くなっている。高齢化が進むほど、期待も

されるがライバルも増えてくる。埋もれてしまわないためにも、センターの魅力

を増し、地域の中で存在感を示し続けることが求められている。 

事務局長から要旨説明 

国の「一億総活躍プラン」に基づき、上記のとおり、センターの課題や進むべき方向性を考えてみ

ました。国はセンターを高齢者施策として守るべき存在から、自発的活動を促し、支援することで、

国の繁栄に貢献する存在と位置付けています。センターとして将来も持続可能な団体であり続けるた

めには、積極的に事業を開拓し、実践する組織に変わっていかなくてはならないと考えます。（森前） 

就業十訓 

1. 朝のあいさつ・帰りのあいさつを必ず行うこと。 

2. 就業中は誠意のある態度と笑顔を忘れず共働して就業すること。 

3. 就業中は私語を慎み、依頼者のことを詮索したり、説教じみた言動は避けること。 

4. 就業中は体調の変化に注意し、作業の安全を図ること。 

5. 就業で知り得た事項は他に漏らさないこと。 

6. 絶対に酒気を帯びて就業しないこと。 

7. 発注者及び会員同士の金銭の貸し借りはしないこと。 

8. 発注者及び会員の悪口は話題にしないこと。 

9. 就業は自宅を出てから帰るまで、往復の交通に注意すること。 

10. 終了時はできる限り発注者の確認を受けること。 


